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地域食料産業等再生のための 
研究開発等支援事業について 

農林水産省　農林水産技術会議事務局
　先端産業技術研究課　民間研究推進室 

2004.12.17　　提案公募型研究開発事業説明会
　農林水産省７Ｆ講堂



６．質疑応答 

１．全体の概要説明 

食品産業と生産者の連携強化 

地域材利用拡大推進 

健全な森林力増進 

水産業構造改革加速化促進 

地域研究成果最適移転システム支援(独創的モデル化) 

２．公募タイプ別に概要説明



　平成17年度から新たに実施予定の提案公募型事業（競争的研究資金） 
です。
　農林水産・食品関連産業などの食料産業等の活動現場において、産業 
界が直面している諸課題に対し、民間企業等が行う短期集中的な研究開 
発等を支援するため、５つのタイプを設定して課題を公募します。 

１　事業の目的 

２　公募タイプの概要

　施設栽培における生産性や品質の向上、安全性の確保のための技術開発、低コストで環境安全に配慮した肥料等の開発を行う。
　地域研究機関等が有する知的財産について、民間事業者の事業化ニーズとの積極的なマッチングを促進するため、マーケティン 
グや商品化への取組促進等を行う。

　施設栽培における生産性や品質の向上、安全性の確保のための技術開発、低コストで環境安全に配慮した肥料等の開発を行う。
　地域研究機関等が有する知的財産について、民間事業者の事業化ニーズとの積極的なマッチングを促進するため、マーケティン 
グや商品化への取組促進等を行う。

　食品産業の競争力強化や生産者との連携強化を図るため、食品産業等が直面している課題について、民間企業等が製品化、実用化のための技 
術開発を行う。

　食品産業の競争力強化や生産者との連携強化を図るため、食品産業等が直面している課題について、民間企業等が製品化、実用化のための技 
術開発を行う。

　スギ等の地域材の利用拡大を推進するため、消費者ニーズ、消費者視点に即応したスギ等の地域材の利用拡大に通じる新技術開発を行う。　スギ等の地域材の利用拡大を推進するため、消費者ニーズ、消費者視点に即応したスギ等の地域材の利用拡大に通じる新技術開発を行う。

　素材生産等の低コスト化を図るための林業機械開発、森林整備の低コスト化を図るための技術開発を行う。　素材生産等の低コスト化を図るための林業機械開発、森林整備の低コスト化を図るための技術開発を行う。 

革新的技術による新生産システムの開発及び 
地域研究成果最適移転システム支援(独創的モデル化) 
革新的技術による新生産システムの開発及び 
地域研究成果最適移転システム支援(独創的モデル化) 

食品産業と生産者の連携強化 食品産業と生産者の連携強化 

地域材利用拡大推進 地域材利用拡大推進 

健全な森林力増進 健全な森林力増進

　漁船漁業等が直面している課題を解決し水産業の新たな発展を図るための水産業構造改革に資する技術開発を行う。　漁船漁業等が直面している課題を解決し水産業の新たな発展を図るための水産業構造改革に資する技術開発を行う。 

水産業構造改革加速化促進 水産業構造改革加速化促進



３　応募の要件及び補助対象経費について 

①本事業を遂行するのに足る財政的健全性を有していること。 

②研究の推進に係る運営管理、技術的能力、補助金の執行・事務管理等の体制を有し 
ていること。 

③応募にあたっては、機関の長（例：○○(株)研究所所長、△△大学□□学部長等） 
の了解を得ていること。 

④２者以上の研究機関が共同で提案する場合も可能ですが、この場合、関係者間で協 
議・調整の上、代表機関を定めて提案してください。採択後は当該機関へ一括して補 
助します。このため、補助金の経理実務は当該機関がすべて実施して頂くこととなり 
ます。 

⑤不適正な経理処理に伴う応募制限期間

　農林水産省の補助金等（委託費を含む）の交付を受けて行った試験研究において、 
不適正な経理処理を行ったため、「補助金等に係る予算の適正化に関する法律」等に 
基づき、補助金等の全部又は一部の返還を行った研究者については、次のとおり、一 
定期間本事業への応募・参加は認めません。 
ⅰ）研究以外の用途への不正使用があった場合、補助金等を返還した年度の翌年度か
　ら起算して５年間 
ⅱ）ⅰ）以外の不適正経理処理の場合、補助金等を返還した年度の翌年度から起算し
　て２年間

　(１)応募に当たっての留意事項



公募タイプ別のスキーム 

公募タイプ 主な応募対象 研究期間 

食品産業と生産者の連携強化 民間企業等 １～２年 

地域材利用拡大推進 〃 １年 

健全な森林力増進 民間企業、独法、大学等 １～２年 

水産業構造改革加速化促進 民間企業等 １～２年 

革新的技術による新生産システムの開発及び 
地域研究成果最適移転システム支援(独創的モデル化) 

地域の公立試験研究機関 
及び中堅・中小企業等 

１年



○補助の対象となる経費は次の①～③の経費が対象となります。

　①直接経費：

　　研究遂行に直接必要な経費として、次のＡ～Ｃが対象

　　　Ａ研究員費　：研究員（ポストドクターも含む）の人件費

　　　Ｂ備品費　　：研究を遂行するために必要な機器等

　　　Ｃ試験研究費：主に研究資材費、研究補助者賃金等が対象

　　　　　　　　　　詳細は公募タイプ別に設定する予定

　②間接経費：

　　一般管理費として、①の30％を上限として計上可能

　③研究委託費：

　　大学や独立行政法人等の機関へ研究の一部を委託する場合

　 (２)補助の対象となる経費及び補助率



　応募課題の審査は、公募タイプ別に行われます。

　専門家及び有識者を委員として構成する外部評価会において行い、 
書類審査、ヒアリング等により厳正に審査した上で、実施課題を決 
定いたします。なお、現段階で予定されるスケジュールは次のとお 
りですが、スケジュールどおりに進まない場合もありますので予め 
御了知下さい。

　応募要領の公表　平成　　年　　月頃

　募集期間　　　　平成１７年　月　日～　月　日頃

　書類審査　　　　平成１７年　月頃　

　ヒアリング審査　平成１７年　月頃

　採択課題の決定　平成１７年　月頃 

４　課題の選定について

　(１)審査方法及びスケジュール



　想定される審査のポイントは以下のとおりです。 

①食料産業等の活動現場のニーズからみた重要性　 （社会的・経済的観点） 

②研究課題・手法の独創性、革新性、先導性　　　 （科学的・技術的観点） 

③研究計画・実施体制の妥当性、目標達成可能性 （効率的・有効的観点） 

④投入予定の研究資源と予想される成果との比較 （費用対効果の観点） 

⑤その他　　　　　 （例：知的財産の実用可能性・発展性、波及可能性） 

※⑤の審査項目は公募タイプ別に設定されています。

　(２)審査基準



　提出方法や応募に当たっての細則は、公募タイプ別に設定するこ 
ととしています。

　詳細については、以下の部署にお問い合わせ下さい。 

６　応募にあたっての細則 

問い合わせ先 
代表03(3502)8111 

食品産業と生産者の連携強化 
総合食料局　 食品産業企画課 
技術室　 　 担当： 安原、 飯山
　 　 　 　 　 ( 内線) 5634､5636 

地域材利用拡大推進 
林野庁　 木材課 

担当： 早川、 伊藤 
( 内線) 6163､6164 

健全な森林力増進 
林野庁　 研究普及課 
担当： 印牧、 山下 

( 内線) 6359 

水産業構造改革加速化促進 
水産庁　 研究指導課 
担当： 平石、 古賀 

( 内線) 7325 

革新的技術による新生産システムの開発及び 
地域研究成果最適移転システム支援(独創的モデル化) 

農林水産技術会議事務局 
先端産業技術研究課　 担当： 杉山
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ( 内線) 5158



地域研究成果最適移転システム支援 
(独創的モデル化) 

農林水産省 農林水産技術会議事務局
　先端産業技術研究課



　地域の公立試験研究機関や研究開発型の中堅・中小企業 ※１ 等（以 
下、「地域研究機関」とします）が有する知的財産（以下、「地域知 
財」とします。）について、自主的な取組によりその活用促進を行う 
には限定的な取組にとどまっているのが現状です。

　これら地域研究機関は、知的財産の活用促進にかかるノウハウが欠 
如していること、独法や大学等と異なりＴＬＯなどのサポート機関も 
存在しないこと等から、地域研究機関が有する研究成果を社会へ還元 
するための支援策が必要となっているところです。

　このため、地域研究機関が有する固有の研究シーズと民間事業者の 
技術コンセプト ※２ （事業化ニーズ）の積極的なマッチングを促進し、 
知的財産の流通促進 ※３ を図ることにより、産学官が有機的に連携し 
た新事業創出に資することを目的としています。 

１　目　的 

※１：新事業創出促進法に基づく中小企業者、または、資本金10億円以下で国内の特定の地域で活動している企業 

※２：地域研究機関で生まれた研究成果に基づき、製品化されれば大きな需要が期待できたり、新事業・新産業を生み出す可能性
　　　のある革新的・技術的な概念やそれに基づく製品化構想のことです。 

※３：県内や地域内にとどまらず、地域間・広域な知財の活用促進をイメージしています。



　地域研究機関が有している研究成果について、民間企業の事業 
化指向との積極的なマッチングを図るため、 

①知的財産に関し十分な知見を有している機関により、マーケティ
　ングを実施した上で、 
②試作品として具体的な形とすることや実用化に向けて必要な可
　能性試験・実証試験（モデル化試験） 

等を実施するものです。

　このため、提案者は実用可能性の高い技術とそれを保護する知 
的財産権を取得している地域研究機関とし、市場動向調査等を行 
う機関（調査機関）を事前指名して提案していただきます
　

２　仕組み
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地域研究機関 地域研究機関 

市場調査等を実施し研 
究成果の最適な技術移 
転方策(実用化プラン) 
等を作成 

○試作品の製作 
○実用化に向けて必要な可能性試
　験・実証試験等 

モデル化試験の実施 

地域研究成果最適移転システム支援(独創的モデル化) 

ＴＬＯなどのサポート機 
関がない公立試験研究機 
関や中堅・中小企業



①公的試験研究機関の場合、サポート機関としてのＴＬＯがない
　試験研究機関を対象とします。 

②公的試験研究機関以外の場合、新事業創出促進法に基づく中小
　企業者、または、資本金10億円以下で国内の特定の地域で活動
　している企業を対象とします。 

③提案者である地域研究機関は、知的財産に関し十分な知見を有
　する機関（調査機関）を指名した上で応募してください。　

３　応募の要件



①研究期間は１年とします。 

②補助の対象となる経費は、試作費や調査費等です。具体的には、
　次のとおりです。 

Ａ直接経費：モデル化試験を実施するための研究員費及び

　　　　　　試験研究費（旅費、賃金、消耗品費、研究資材費、　

　　　　　　通信運搬費、光熱水料）です。

　　　　　　機器等の備品費は対象としません。 

Ｂ間接経費：Ａの30％を上限として計上 

Ｃ委 託 費：地域研究機関が事前指名した調査機関に委託して行う

　　　　 　調査費です。 

４　研究期間・研究費



５　具体的な事例 

事例１ 
海洋深層水を使用し 

た豆腐 
(関東：Ｍ(株)) 

海洋深層水を 
使用した豆腐 

(四国：県、(株)Ｔ) 

事例２ 発芽玄米味噌 
(北陸：Ｉ(株)) 

玄米麺と玄米麺み 
その製造方法 

(関東：県、Ｄ(株)) 

事例３ オカラの出ない豆腐 
(中国：(有)Ｓ) 

オカラの出ない豆 
腐の製造方法 
(中国：Ｓ(株)) 

事例４ 米を原料とする麺 
(中国：ＪＡ) 

米を原料とする麺 
及びその製造方法 
(中国：Ｆ(株))



食品産業と生産者の連携 

総合食料局食品産業企画課技術室



１．目　的 １．目　的 

●　地域経済の活性化のためには、その重要な担い手である 
農業、食品産業を含む食料産業が連携等による食品供給体 
制の構築、輸入食料品等に対抗できる高付加価値の商品提 
供等を行っていくことが重要です。 

●　しかし、我が国の食品産業は地域産業において重要な位置 
を占めるものの、中小企業の比率が高く、売上高に対する技 
術開発研究費の割合が低い等、活性化の原動力となる研究 
開発への取組みが脆弱な状況にあります。 

●　このため、食品産業が直面している課題に対応した開発・ 
実用化のための技術開発について民間企業等に対する短期 
集中的な支援を行い、食品産業の競争力強化や生産者との 
連携強化を図ります。



①　国内の会社（法人格を有すること。）又は事業協同組合等 
の民間団体（民間企業等）。 

②　２つ以上の民間企業等。（代表申請者を明確にして頂き 
ます。） 

③　大学（高専を含む。）、独立行政法人、公設試験研究機関 
は以下のかたちで参画頂けます。

　　　ア　民間企業等が行う事業の一部を受託する。

　　　イ　民間企業等と共同で事業を行う。

　　　ウ　自ら実用化することを前提として単独で事業を行う。 

２．応募者の要件 ２．応募者の要件



●　地域における農水産物の生産から消費までに至る過程 
において、生産者と食品産業との連携強化・競争力強化に 
資する即効性の高い実用化段階の技術開発課題を対象と 
します。 

●　民間企業等から幅広く提案公募を行い、外部評価会によ 
り評価し、技術開発課題を決定します。 

３．対象となる技術開発 ３．対象となる技術開発



●食料産業クラスターの形成による食品産業と農業の連携分野
　　　
　　　地域の産学官連携を通じた地域ブランド食品の確立や食品 

の輸出のための技術開発等の地域における食品産業の活性 
化のための技術開発

　　　
　　　・国産小麦の製パンに適した製粉技術の開発
　　　・過熱蒸気を利用した農産物の酵素失活等による品質保持
　　　　技術の開発
　　　・食品の常温保存・遠距離流通を可能とする高度な加工・流
　　　　通技術の開発 

４．対象となる技術開発の分野 ４．対象となる技術開発の分野 

課題例



●食の安全・安心のための技術開発分野

　　

　　　消費者ニーズに基づく食の安全・安心を確保するための 
技術開発

　　　

　　　・DNAチップを用いた有害微生物の簡易・迅速検出技術

　　　　の開発

　　　・ケルセチンを利用したアレルギー低減化技術の開発 

５．対象となる技術開発の分野 ５．対象となる技術開発の分野( (続き 続き) ) 

課題例



●国民の健康増進のための食品の機能性利用・評価分野

　　　農産物の機能性を高める加工技術を活用した機能性食 
品の開発及び食品製造におけるもの作りの指標となる機 
能性の評価技術の開発等

　　　・複合乳酸発酵を利用して機能性を増強した新規食品素

　　　　材の開発

　　　・プロテインチップを利用した機能性成分の簡易・迅速測

　　　　定法の開発 

６．対象となる技術開発の分野 ６．対象となる技術開発の分野( (続き 続き) ) 

課題例



水産庁増殖推進部研究指導課 

海洋技術室



１　目的

　水産業は、食料産業の一翼を担う産業として、自給率の向上、「食」 
の安心・安全に対する国民の信頼の確保といった課題を抱えていま 
すが、担い手の高齢化、高コスト構造、漁場環境の悪化等の厳しい 
環境下にあり、喫緊にその構造改革を図っていくことが強く求められ 
ています。
　特に、漁船漁業については、適正な資源管理体制の下で、水産基 
本法に基づく持続的生産目標を実現できるように構造転換を図ること 
が急務となっています。これを実現するため、収益や労働環境を重視 
する経営への体質転換を図ることが必要であり、コストも大きく極め 
てリスクの高い漁業・漁船の新技術導入を積極的に促進していくこと 
が不可欠となってます。
　このため、独自技術を有する民間企業等の水産分野への積極的な 
参入を促進し、技術開発の効果的な実施を図り、もって水産業の構 
造改革の推進に資することを目的としています。



２　実施体制と対象となる技術開発

　漁船漁業等が直面している課題を解決し水産業の新たな発展 
を図るため、 
実施機関となる民間企業等が単独あるいはで共同で水産業構造 
改革に資する技術開発を実施するものです。

　水産業を活性化するため、先端技術等を活用した、即効性の高い、 
事業化段階に近い、

　①　独立行政法人等と連携し、基礎的･先導的な研究成果の活用 
による新事業の創出等に資する技術 

② 異業種の新技術を活用し、水産業に資する新たな技術 
③ 地域のニーズに対応し、活性化に資する技術 

のような技術開発課題を民間企業等から幅広く募集し、重点的に実 
施します。
　



●漁船漁業構造改革推進会議の議論
　を踏まえた技術開発への取り組み

　　　　　　新しい漁船漁業像を構築するため、洋上での実証実験を含み

　　　　　　　　　　　複数の技術開発に取り組む課題

　

●その他、水産業の構造改革に資す
　る技術開発への取り組み
　　　　
　　　　電子情報システム、エネルギー・環境対策、流通及び加工システム、

　　　　　　　資源の回復と持続的利用、つくり育てる漁業、漁業環境保全、
　　　　　　　水産物の有効利用等水産業の構造改革に資する技術開発課題 

公募課題の概要 公募課題の概要



想定される事業のスキーム 

課題の評価

　・漁船漁業構造改革関係分　

　　　　　　　　　　＠約3,500万円／課題

　・その他、水産業構造改革関係分

　　　　　　　　　　＠約1,500万円／課題

　　　　

実施機関 

開発課題 

技術開発を単独あ 
るいは共同で行う 

民間企業等 

１～２年間 

外
　

部
　

評
　

価
　

会
 

農　　林　　水　　産　　省



３　応募の要件

　日本の法人格を有する民間企業、組合及び組合連合会等で、研究開発 
遂行に必要な人員と施設を有するものとします。
　なお、複数の企業等が共同で提案することも可能であり、その場合は、協 
力企業間の分担関係等を明確にし、代表企業等が全体の事業計画をまと 
めて申請書を作成して下さい。 

４　研究期間等 

① 研究期間は１年または２年とします。 

② 補助の対象となる経費は、試作費や調査費等です。具体的には、次の 
とおりです。

　Ａ　直接経費：技術開発を実施するための機械装置費、研究員費及び試
　　験研究費（旅費、賃金、消耗品費、研究資材費、通信運搬費、光熱水
　　料）です。
　Ｂ　間接経費：Ａの10％を上限として計上することができます。

　Ｃ　委託費：共同実施を行う機関に委託して行う調査・研究費です。



地域材利用拡大推進タイプ
　　　

林野庁木材課



　 　木材は再生産が可能で人や環境にやさしい自然素材であり、 
製造時のエネルギー消費が他の資材と比較して少ないこと、住 
宅や家具等として木材中に固定された炭素を蓄え続けることな 
どから、スギ等の地域材の利用拡大が、我が国における地球 
温暖化防止対策の１つの柱となっています。
　 しかしながら、スギ等の地域材は、強度等の基本性能、生産 

コスト等の問題から他資材や外材に市場を奪われている状況 
にあります。
　 このため、地域材を積極的に使用していきたいとする民間企 

業や優れた技術力を持つ民間企業等による地域材を利用した 
木質材料の品質・性能の向上技術、低コスト製造技術、新用途 
開発等の実用化技術を推進し、地域材の利用を拡大すること 
を目的としています。 

１　目的



　地域材の特性を生かした幅広い分野での技術開発で、例えば

　　 ・物性・機能の付与等による新たな木質材料の開発

　　　・低コスト化、効率化等木質材料製造における技術・機械の開発

　　　・木質系廃棄物等のリサイクル・リユースに関する技術の開発 

等で、短期間で実用化、商品化され、かつ、地域材の利用拡大 
に繋がるものを対象とします。

　対象となる技術開発の遂行に必要な人員や施設等を有する 
民間企業（事業協同組合等の民間団体を含む）とします。　　　
　 なお、複数の民間企業や試験研究機関・大学等との共同実 
施も可能です。 

２　対象となる技術開発 

３　応募資格



　　　　実施期間は１年とします。

　

　　 対象経費は、研究員費、資材費、備品費、賃金、事務費、 
管理費等です。 

５　対象経費 

４　実施期間





1  概 要 

地球温暖化対策のためには二酸化炭素の吸収 

源としての森林を適正に整備することが重要ですが、 
森林整備を主体的に進めるべき森林所有者におい 
ては、林業を巡る厳しい経済状況から森林を造成し、 
整備する意欲が減退しており、京都議定書の森林 
吸収目標を達成する上での大きな障害となりつつあ 
ります。 

このため、森林所有者が林業経営に意欲を持っ 

て取組めるよう、産官学の英知を結集し、効率的な 
森林整備や未利用資源の有効利用の推進に必要 
な低コスト化を目指した技術開発を早急に行います。



連 携

　適正に整備された「健全な森林」を増大させるための「低コスト化」 

技術開発を早急に実施 

２ 仕組み 

外部評価会 　　　　　 国　　　　

評価委員の委嘱 

提案課題の評価 

民間企業等 
から課題を 
公募 

採択・支援 

森林整備・木材生 
産等に知見のあ 
る団体 

民間企業､独立行 
政法人､大学等 

支 援



３　応募の要件 

（１） 課題提案者について 

① 次に掲げる者で技術開発を実施する 

法人とします。 

イ　 民間企業 

ロ　 大学、高等専門学校 

ハ　 独立行政法人 

ニ　 公立試験研究機関 

ホ 　その他の団体



② 事業を遂行するのに足る技術的・経済的 

能力を有するものとします。 

③ ２以上の民間企業等が共同で提案しても 

かまいません。 

（２） 補助の対象となる課題について 

次のような技術開発課題を内容とする実用 

化に向けた技術開発とします。

　　 ① 素材生産等の低コスト化を図るための林 

業機械開発

　　 ② 森林整備の低コスト化を図るための技術 

開発


